
1 

第１１３回奈良国際文化観光都市建設審議会会議録 

開催日時 平成３０年２月７日（水）午前９時３０分から午前１１時１５分まで 

開催場所 奈良市役所北棟６階 第２２会議室 

議  案 
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）奈良市公共下水道の変

更（案）について（市決定） 

出 席 者 

委 員 

朝廣委員、伊藤（忠通）委員、伊藤（剛）委員、魚谷委員、

大窪委員、川村委員、佐藤委員、下村委員、杉江委員、前迫

委員、松村委員（代理出席伴氏）、山本（憲宥）委員、山本（直

子）委員【計１３人出席】（井上委員、今井委員、増井委員、

松石委員は欠席） 

事務局 

津山副市長、岡本都市整備部長、宮本都市整備部次長、京谷

都市整備部参事、藤原都市計画課長、生田都市計画課長補佐、

小林都市計画課長補佐、池田公営企業管理者、阪上管理部長、

多田下水道計画管理課長、新居下水道計画管理課長補佐 他

【計１５人出席】 

開催形態 公開（傍聴人０人、報道関係者０人） 

決定事項 議案は原案どおり可決された。 

担 当 課 都市整備部都市計画課 

開   会 

事務局 定刻になりましたので、ただいまから、第１１３回奈良国際文化観光

都市建設審議会を始めさせていただきます。 

私は、本日、進行役を努めさせていただきます都市計画課長補佐の生

田でございます。よろしくお願いいたします。 

委員の皆様方におかれましては、本日、お忙しいところご出席を賜り

ありがとうございます。また、日頃、奈良市政にご尽力を賜り、厚くお

礼申し上げます。議事進行に先立ちまして、副市長の津山よりご挨拶申

し上げます。 

津山 

副市長 

おはようございます。 

ただいま司会からもございましたように、本日、当審議会にあたりま

して、お忙しい中お集まりいただきましたこと本当に感謝申し上げま

す。加えて平素より私たちのまちづくりに対してご意見、ご指導賜って

おりますことに重ねて感謝を申し上げます。 

当市では昨日から珠光茶会が始まりました。また明日からは奈良瑠璃

絵が開催されることになります。これから春の訪れとなりますお水取り

まで多くの方をお迎えすることになります。そういう方に対してより丁

寧なサービスを進めてまいりますとともに、道路そして駅周辺の施設整

備についても併せて進めてまいりたいとも思っております。今後ともご

指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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さて、本日の案件でございますけれども、大和都市計画奈良市公共下

水道の変更（案）についてでございます。奈良市の公共下水道整備につ

きましては、昭和２６年に旧市街地を中心とした約６０５ｈａについて

認可を受け、事業を始めたところでございます。以来、順次事業の推進

に伴いまして区域拡大を行ってきているところでございます。今回、一

部処理区域の変更が生じましたので、公共下水道の変更（案）というこ

とでご審議いただくべくお集まりいただいたところでございます。 

委員の皆様方には、活発なご意見を賜りますととともに、今後ともよ

り一層のご指導をお願い申し上げて、簡単ではございますが挨拶とさせ

ていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局 まず、資料の確認をさせていただきます。お手元には、次第Ａ４サイ

ズ１枚、審議会委員の名簿Ａ４サイズ１枚、本日の座席表Ａ４サイズ１

枚、本日の審議案件であります「奈良市公共下水道の変更（案）につい

て」Ａ３サイズ１冊でございます。資料は、おそろいでしょうか？ 

続きまして、事務局の出席者につきましてはお手元の座席表のとおり

でございますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、第１１３回奈良国際文化観光都市建設審議会を始めさせて

いただきます。 

 伊藤会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

会 長 ただ今から、第１１３回奈良国際文化観光都市建設審議会を開催いた

します。委員の皆様方、本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、

ありがとうございます。議事に入ります前に、委員の出席状況について

事務局から報告願います。 

事務局 ご報告申し上げます。 

 まず、初めに大西委員におかれましては、一身上の都合により委員を

辞任したい旨の辞任届が１１月１６日付けで提出され受理いたしてお

ります。次に、井上委員・今井委員・増井委員・松石委員の４名の方に

つきましては、ご欠席の連絡をいただいております。したがいまして、

現在の当審議会委員総数１７名のところ、本日出席いただいております

委員数は、１３名でございます。 

会 長 ただいまの報告により、出席委員が半数を上回っておりますので、当

審議会条例第６条第２項の規定により、本日の審議会が成立しておりま

すことをご報告いたします。 

本日の傍聴希望者の状況と報道関係者の写真撮影の取材希望につい

て、事務局から報告願います。 

事務局 本日の傍聴希望者はおられませんので、伊藤会長、議事の進行をお願

いします。 

会 長 それでは、議事に入らせていただきます。 
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 委員の皆様方には、限られた時間ではございますが、ご審議をお願い

いたします。審議会の終了時刻は、午前１１時を予定しております。 

 まず、「大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）奈良市公共

下水道の変更（案）（市決定）」についてご審議いただき賛否を取りたい

と思います。 

それでは、下水道計画管理課から説明願います。 

議事の内容 

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）奈良市公共下水道の変更（案）に

ついて（市決定） 

  議案については原案どおり可決された。 

〔質疑・意見の要旨〕 

事務局 企業局下水道計画管理課でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、奈良市公共下水道の変更案について、説明させていただき

ます。お手元の議案書と、計画図をご覧いただきながら説明させていた

だきますのでよろしくお願いします。 

はじめに、議案の説明に入る前に、下水道の種類、奈良市の下水道事

業の概要と、下水道の都市計画における位置づけの３点について説明さ

せていただきます。 

 １点目の下水道の種類でございますが、下水道は「流域下水道」と「公

共下水道」がございます。「流域下水道」は、複数の市町村の汚水を処

理するもので、処理場や幹線管渠を奈良県が整備し管理する下水道でご

ざいます。また、「公共下水道」につきましては、奈良県の下水処理場

で処理するために流域下水道幹線に接続する「流域関連公共下水道」と、

奈良市の下水処理場で処理する「単独公共下水道」があります。この流

域関連公共下水道、単独公共下水道につきましては、全て奈良市におい

て整備、管理する下水道でございます。 

２点目の奈良市の下水道事業についてですが、単独公共下水道といた

しましては、市が下水処理場を有する青山、平城、佐保台、月ヶ瀬の４

箇所の処理区と、流域関連公共下水道としまして、大和川上流・宇陀川

流域下水道の第１処理区において下水道事業を行っております。 

３点目の下水道の都市計画における位置づけですが、下水道は都市計

画法で定められた都市施設であり、処理場や管渠等の種類、名称、位置、

排水区域を都市計画で定めることとされています。下水道事業は都市計

画事業であるため、都市計画法による事業認可を受ける必要がありま

す。奈良市の流域関連公共下水道事業については、都市計画法による事

業認可期間が平成３０年３月３１日までとなります。今年度中に期間の

延伸と処理区域の拡大を行う必要があり、事前に都市計画の変更を行う

こととなりました。 
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処理区域の拡大のために当審議会に議案をはかりご審議いただきた

いと思います。 

それでは、「大和都市計画下水道の変更（案）奈良市公共下水道の変

更（案）市決定」についてご説明させていただきます。 

お手元の資料の１ページをご覧ください。 

 青色の鎖線で囲まれた区域が下水道の全体計画区域、緑色で囲まれた

区域が現在の処理区域であります。少々見づらい箇所もあるかと思いま

すので本日配布いたしましたＡ１サイズの図面を合わせて見て頂くと

分かりやすいかと思います。 

Ａ１の図面で茶色の破線で囲まれた区域が全体計画区域で、着色され

ている区域が現在の処理区域です。着色されている処理区域については

今後７年間で整備予定がある区域です。茶色の破線の全体計画区域は今

後７年間で整備予定はありませんが、将来的には整備を予定している区

域となります。 

大和川流域においては、奈良県の流域下水道である大和川上流・宇陀

川流域下水道の関連公共下水道として、約６，２３４ｈａについて都市

計画を決定し、整備を進めています。 

 また、木津川流域においては、奈良市の単独公共下水道として、平城

処理区約３１１ｈａ、佐保台処理区約７４ｈａ及び青山処理区約８５ｈ

ａについて都市計画を決定し、整備を進めています。 

 今回、この処理区域の拡大を行う必要があるため、都市計画の変更を

行うものです。赤色で示された区域が今回拡大する区域、数字は図面番

号です。 

 次に、変更理由について説明させていただきます。 

 お手元の資料の２ページをごらんください。 

 まず、処理区域の拡大を行う理由について説明させていただきます。 

 理由といたしましては、生活環境の整備向上及び公共用水域の水質保

全に資するため、市街化調整区域であっても家が建ち並んでいる集落は

既に処理区域に編入し、整備を進めており、処理区域周辺において利用

が始まった土地についても整備していくため。また、一部の市街化区域

についても、処理区域に編入し、水質を保全する必要があるためです。

以上の理由から、処理区域の拡大を行います。 

 続きまして、変更内容について説明させていただきます。 

 拡大する区域について説明させていただきます。 

 処理区域周辺において土地利用が始まった区域として、２９カ所、合

計５．６７ｈａの区域です。区域の場所は、お手元の資料３ページにあ

ります図面番号１から１４と、４ページにあります図面番号１５から２

９でございます。それぞれの議案書では拡大箇所の詳細がわかりづらい

部分もあると思いますので、本日配付いたしましたＡ１の大判の図面と
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縮尺２，５００分の１の計画図に表示しております。 

 今回見直しをかけた２９カ所については、下水道法第２４条に基づく

制限行為許可により接続するケースとなっております。下水道法第２４

条の制限行為というのは、下水道の処理区域外ではありますが、処理区

域に隣接して土地利用している建物の汚水排水を「区域外流入」という

扱いで、本来は下水道に接続できない処理区域外からの流入を暫定的に

許可することとなっています。下水の流入を見込んでいない区域からの

流入ですので、接続するに当たって流末の下水処理場を管理する奈良県

と協議し、計画処理能力や既存の公共下水道管の流下能力に余裕がある

か等の検討をした上で、接続の許可をしております。下水道への接続費

用は申請者による自己負担で、接続すれば使用料金をいただいておりま

す。 

 それでは、処理区域の拡大をする２９カ所の詳細についてご説明いた

します。 

 まず、図面番号１から順番にご説明させていただきます。用途は資材

置き場で、足洗い場の排水のため、前面道路の下水道管に接続をしてお

ります。 

 図面番号２、用途は資材置き場で、足洗い場の排水のため前面道路の

下水道管に接続しております。 

 続きまして、図面番号３ですが、用途は農家住宅で、住宅新築による

生活排水のため、前面道路の下水道管に接続しております。 

 続きまして、図面番号４、用途は、戸建て住宅で、既存家屋の浄化槽

からの切りかえのため、前面道路の下水道管に接続しております。 

 続きまして、図面番号５、用途は特別養護老人ホームで、もともと下

水道に接続していた老人ホームが開発に伴う増築工事により排水面積

がふえたため、増築建物の排水を下水道管に接続しております。 

 続きまして、図面番号６番です。用途はヒラタケ栽培施設で、開発に

伴い新設した栽培施設に従業員用トイレを設置するため、前面道路の下

水道管に接続しております。 

 図面番号７番、用途は墓地で、墓地利用者用のトイレを設置するため、

下水道管に接続しております。 

 図面番号８、用途は特別養護老人ホームで、開発により新築した老人

ホームの排水のため、下水道へ接続しております。 

 図面番号９、用途は社会福祉施設で、開発により新築した社会福祉施

設の排水のために下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号１０、用途は老人デイサービスセンターで、開

発により新築したデイサービス施設の排水のため、前面道路の下水道へ

接続しております。 

 続きまして、図面番号１１ですが、これは先ほどの７ページ目に、左
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上のほうに小さく（１１）となっているんですが、上に書いているのが

計画図（７、１１、１３、２６）となっております。図面番号１１です

けれども、用途は神社で、神社参拝者用のトイレを設置するために前面

道路の下水道管に接続しております。 

 続きまして、図面番号１２、用途は戸建て住宅で、住宅新築による生

活排水のために下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号１３ですけれども、これは７枚目の計画図にな

ります。計画図（７、１１、１３、２６）となっておるページです。１

３の箇所は、用途は戸建て住宅で、住宅新築による生活排水のために下

水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号１４ですけれども、図面番号でいきますと１０

枚目の計画図になります。上のタイトルが１０と１４になります。真ん

中のやや右下あたりになります。用途は医療福祉複合施設で、開発によ

り新築された医療福祉複合施設の排水のために下水道へ接続しており

ます。 

 続きまして、図面番号１５で、これでいくと１２枚目に当たります。

上の真ん中に、計画図１５というタイトルになっております。ここは、

用途は介護老人保健施設で、もともと下水道に接続していた施設が開発

により増築され、新築された部分の排水のために下水道に接続しており

ます。 

 続きまして、図面番号１６ですけれども、枚数でいくと４枚目のペー

ジになります。図面の位置でいいますと右側のあたりになります。用途

は公衆トイレで、観光トイレ設置のため、前面道路の下水道へ接続して

おります。 

 続きまして、図面番号１７ですけれども、この詳細の資料から５枚目

の図面になりまして、図面タイトルが（計画図１７、１８、２８）のペ

ージになります。図面番号１７番につきましては、用途はバス操車場で、

従業員用トイレの設置のために前面道路の下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号１８は同じページであります。同じページの左

端になりますが、用途は農家住宅で、住宅新築による生活排水のために

下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号１９ですけれども、枚数でいうと４枚目の図面

になります。上のタイトルが計画図（４、１６、１９）となっておりま

して、図面の中の左のほうですね。１９番と記しております。ここです

けども、用途は農家住宅で、住宅新築による生活排水のために下水道へ

接続しております。 

 続きまして、図面番号２０番ですけども、枚数でいきますと９枚目の

図面になります。上のタイトルが計画図（９、２０）というタイトルに

なっております。同じ場所の図面の左側に（２０）という三角地があり
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ますが、ここの用途はコンビニエンスストアで、開発により新築された

コンビニエンスストアの排水のために下水道へ接続されております。 

 続きまして、図面番号２１ですけども、後ろから４枚目の計画図（２

１、２９）というタイトルの図面になっております。図面番号２１、用

途は介護つき有料老人ホームで、開発により新築された老人ホームの排

水のために下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号２２ですけども、１ページめくっていただいて、

計画図（２２）というタイトルの図面になります。用途は火葬場で、東

山霊園のトイレの水洗化のために前面道路の下水道管へ接続しており

ます。 

 続きまして、１ページめくっていただきまして、図面番号２３ですけ

ども、ここの用途はコンビニエンスストアで、開発により新築されたコ

ンビニエンスストアの排水のために下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号２４ですけども、最後のページになりますが、

真ん中の中央の小さいエリアになりますが、用途は集会所で、赤膚町集

会所の排水のために前面道路の下水道管へ接続しております。 

 続きまして、図面番号２５になりますが、最初のページに戻っていた

だきまして、計画図（１、２５）というタイトルの図面になります。そ

れの左側のほうになります。用途は戸建て住宅で、住宅新築による生活

排水のために下水道へ接続しております。 

 続きまして、図面番号２６ですけども、ページ数としましては７枚目

の計画図（７、１１、１３、２６）というタイトルの図面です。これの

中央下側になります。用途は事務所で、宮内庁の事務所の排水のために

前面道路の下水道へ接続する計画です。まだ事務所が建築されておらず

接続しておりませんが、これから工事する予定で、下水道法２４条の制

限行為許可が済んでおります。 

 続きまして、２７番ですけども、図面でいいますと３枚目の計画図

（３、２７）という図面になります。それの中央やや下あたりになりま

すが、用途は住宅で、住宅新築による生活排水のために前面道路の下水

道へ接続しております。 

 続きまして、２８番ですが、図面でいきますと後ろから５枚目の図面

になりまして、計画図が（１７、１８、２８）というタイトルの図面に

なります。図面の右下あたりになります。用途は資材置き場で、従業員

用トイレの設置のために前面道路の下水道へ接続する計画です。まだ従

業員用トイレが設置されておらず接続しておりませんが、これから工事

する予定で、下水道法２４条の制限行為許可が済んでおります。 

 最後になりますが、２９番目になりますが、１ページめくっていただ

いて、計画図（２１、２９）のタイトルの図面の中央部になりますが、

ここの箇所は用途は保育園で、開発により新築される保育園の排水のた
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めに前面道路の下水道へ接続する計画です。まだ保育園が建設されてお

らず接続はしておりませんが、これから工事する予定で、下水道法第２

４条の制限行為許可が済んでおります。 

 以上で、詳細の箇所の説明を終わります。 

 続きまして、計画書の説明に移らせていただきます。 

 お手元の資料の５ページをごらんください。計画書の変更後の内容と

なっており、次のページの６ページ目が変更前・変更後の新旧対照表と

なっております。 

 変更部分を説明させていただきますと、大和川上流・宇陀川流域下水

道（第１処理区）の関連公共下水道の処理区域が、６，２３４ｈａから

約６ｈａ増加の６，２４０ｈａに変更となります。これは、先ほど説明

させていただきました下水道法２４条の制限行為の許可による区域拡

大となります。単独公共下水道の処理区域については、今回変更はあり

ません。 

 後ろのページの７ページ、８ページ、９ページについては、拡大区域

の箇所を示した新旧対照表を添付しております。 

 以上が奈良市公共下水道の変更案の内容でありますが、この都市計画

の案につきまして、本年１月４日から１月１８日までの２週間、都市計

画法第１７条に基づく案の縦覧を実施いたしましたが、意見書の提出は

ございませんでした。 

 以上で、奈良市公共下水道の変更案の説明を終了させていただきま

す。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長  ご説明ありがとうございました。できればページ数とインデックスを

つけていただくと非常にわかりやすかったのですが、またよろしくお願

いいたします。 

 では、今説明いただいた変更案について、ご質問、ご意見等ございま

したらお願いします。 

大窪委員  私もちゃんと理解できてないところがあるのですが、今回、下水道の

接続のための一部市街化調整区域の編入ということになっていますが、

若干気になってくるのが、一部、特に特別養護老人ホームであるとかデ

イサービスセンターとか医療福祉の関係で、今回、ハザードマップを改

めて見ていたのですが、一部洪水のリスクであったり、あるいは斜面崩

壊のリスクであったりという可能性が少し見えるようなところもあり

まして、例えばなんですが、こちらの緑色の表示がされている計画図の

５というところを見ていただきますと、ここは特別養護老人ホーム増築

ということになってはいるのですが、地形的には、ちょっと土砂災害の

ハザードマップを重ねてみないとわからないですが、斜面の安全性に問

題がないのかなというのが一つ気になっています。これは既にできてし
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まっているものなのでしょうか、建物が。すみません、ちょっとそこが

詳しく理解できてないですけども。 

事務局  既に接続はされております。 

大窪委員 既に接続はされているのを都市計画的に認めていくという感じです

ね。そうか。なのでちょっと手遅れな部分もあるのかもしれないのです

が、順番に気になるところだけ挙げていきますので、後ほどできればハ

ザードマップとの突き合わせをしていただければと思っています。都市

計画的な話になってくるかもしれないのですが、気になっているのは、

まず５番目の特別養護老人ホーム増築が斜面のリスクがあるんではな

いかというのが１点です。これ、Ａ３の審議会資料の３ページ目と４ペ

ージ目に表が載っていますので、それで、後でもいいんですけど確認い

ただきたいところだけ申し上げます。 

 あと、８番ですね。こちらも特別養護老人ホームになっているのです

が、図を見ると付近に河川がありまして、洪積台地の可能性があってで

すね、洪水がもし発生したら、そこに例えば都市計画的にこういった老

人ホーム等を認めていった場合に、特に介護が必要となる老人の皆さん

ですので、避難に非常に困難を伴う可能性がありますので、そのあたり

のリスクも考えた上で、今後どうしていくのかというのは改めて考える

必要があるのではないかということで、８番が洪水ですね。 

 あと、１０番ですね。１０番がデイサービスになっているのですが、

こちらも付近に護岸整備はされているようですが河川があるのが、少し

洪水のリスクが気になります。 

 あと、１４番ですが、こちらも医療福祉の複合施設になっているんで

すけども、同様に付近に河川があるということで、洪水の確認をしてい

ただきたいということと、あと１５番目ですね。こちらも介護老人ホー

ムですけれども、近隣に河川があるというのが少し気になります。 

 あとは２１番ですね。こちらも介護付き有料老人ホームの新築という

ことになっておりまして、若干北西方向への斜面崩壊のリスクが懸念さ

れるところであります。このように、この場で申し上げるような内容で

はないのかもしれないですが、今後都市計画的に下水道まで整備してこ

ういった場所を認めていくというのに当たって、若干の配慮や考慮とい

うのはされているのかどうかというのは非常に気になります。 

 以上は防災の視点からですけれども、あとは、実は景観とか文化的な

環境の保全という面で見ていきますと、２６番ですね。これ、宮内庁の

事務所の新築となっていますが、宮内庁だから大丈夫だとは思います

が、古墳ですね、八幡神社さんが隣接していらっしゃいます。なので、

都市計画的に建設を認めていくに当たって、景観とか文化的な環境の保

全というのも考慮に入れた上で計画が立っているのかなということは

拝察するのですが、そのあたり少し懸念事項として一部上がってくるの
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かなという気がしております。 

 同様に、古墳の近傍で、新しく施設が建っているものに対する接続と

いう意味では、９番が社会福祉施設ということにはなっていますが、付

近に古墳があるので、そのあたりの文化的環境や景観に対する配慮とい

うのがなされているのかなというのが気になりましたので、散文的では

ございますが、もし資料があればまた後ほどで結構ですのでご確認いた

だいて、特に高齢者の方々に対する避難安全の問題というのは、将来に

向けても大きな課題になる可能性がありますので、ハザードマップや想

定被害区域との比較というのも。あわせて取り組んでいただければと思

います。 

会 長  ありがとうございます。防災とか景観に関してのご意見でございます

が、また何かまちづくり、都市計画の中で、今回は下水道事業の話です

けれども、関連して何か市で今の時点で何かコメントはありますか。 

事務局  大窪委員のご意見ですけれども、今おっしゃっていただいたような箇

所、多くの老健施設とかデイサービス、そういったものは、この配置さ

れているところを見ていただくとほぼ市街化調整区域ということにな

りますので、市街化調整区域の中に立地できる建築物ということで許認

可させていただいております。その中で、周辺の状況とか確認申請、そ

れから開発の許認可がございますので、そういった許認可の際に一定の

安全性、敷地の安全性等は確認させていただいているところかとは思い

ます。 

 ただ、都市計画的に大きな視点でというご指摘かと思いますけれど

も、今後そういった視点も考えて、例えば都市計画マスタープランなど

大きい計画的な中でその視点を考えていくべきことになるのか、具体的

な建物に関しては許認可という形でさせていただいていますので、それ

を許認可の条件の中に含めていけるのかどうかということを、現在の法

制の中で認められているものとの整合性を図っていかないと、今すぐに

どうするというのは難しいのかなと思います。 

 それと、景観的なことにつきましては、同じような理由で、歴史的保

存なり特別保存の区域に含まれている、宮内庁の項目は史跡などだと思

いますので、そういったところで景観的なものの審査、景観課という課

がございまして、そちらのほうで風致の規制なり色彩の規制なり、そう

いった形でさせていただいておりますので、一定の景観の配慮をした上

で建築化させていただいているのかなというのが考えているところで

ございます。 

大窪委員  特に宮内庁の項目については、現状、既に景観のエリアに入っている

ということで、そんなに大変背が高いものが建ったりはしないだろうな

とは思うのですが、やはり気になるのは、計画図の（１０、１４）とい

うところを見ていただきますと、特に１０の地区ですが、デイサービス
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が新築される予定になっているのですけれども、１４番のところも医療

福祉施設の新築になっているのですが、実はこの河川のすぐ脇にはポン

プ場があったりしまして、ということは、河川のレベルよりも低い場所

になっている可能性がありまして、万一浸水した場合に排水が非常に困

難な場所になる可能性があります。許認可する際にハザードマップとど

う照らし合わせていくかというのは重要です。ハザードマップというの

は、今の都市計画法上はあくまでも参考資料であって、法的根拠を設定

しないとそこに建物を建てることを禁止できたりしないというところ

が一つの課題だとは思うのですが、明らかにここは水面よりも多分下の

地域になってしまって、そういった洪積台地の上にデイサービスと医療

福祉施設が新築されるというのは、多分新築されているということにな

っていると思うのですが、今回の下水の話とはずれてくるかもしれない

ですけれども、特に下水設置しますと、ご存じのように一部でゲリラ豪

雨等によって逆流してマンホールから水が噴くような状況というのも

見受けられますので、今回の視点とは少しずれるかもしれないですが、

そういった懸念事項が既に見てとれますので、是非一度確認をしていた

だいて、今後の許認可の際に市としてどうしていくのかというのをぜひ

検討いただければと思いました。 

会 長 ご検討よろしくお願いします。では前迫委員。 

前迫委員  この下水道の計画そのものについて少し教えていただければと思う

のですが、今のご質問にもあったように、この２，５００分の１の地図

は平成１８年ぐらいにつくられたんですかね。現状を反映してないです

よね。だから、実際建築されているのか、これからの予定なのかという

のが少しわかりにくくて。 

今のご指摘とも関連するのですが、この地図を見るとまだ山であった

りとか、森かもしれませんが、田んぼであったりというところに計画さ

れているというので、現状どうなのだろうということをお聞きしたかっ

たんですけれども。この番号の振り方は、申請順に振られているという

ことなのかというところと、これから申請するときに、今もう建ってい

て接続もされているが、費用負担がこれからなので、どういうタイミン

グでこれが上がってくるか。という時系列というか、２０１８年度から

実施するのか、費用負担が発生するものについて取りまとめて今審議し

ているのか、ちょっとその辺の手続きと言いますか、現状が地図に反映

されていないので、どこまでの計画を今ここで審議しているのか、そも

そも論的で申しわけないのですが、その辺を教えていただきたいと思っ

ております。 

例えば今のホームの話も気になるのですが、これでいくと４ページ、

前から４番目に１６番、公衆トイレができる、公園の中の公衆トイレと

なっているのですが、そこの形状からしても、田んぼと道路になるんで
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すかね、そこにまたがった形でなっているので、計画が。どういう今状

態なのかがわかりにくいとかがありまして、現在どうなんだろうとか、

手続的にどういうタイミングでここに上がってくるのかとか、そのあた

りの背景を少し補足して教えていただければと思います。 

事務局  質問にお答えさせていただきます。 

 今２９カ所上げさせていただいているのは、今回の事業期間が平成２

３年度から２９年度、今年度末までの７年間の事業期間の間に２４条申

請という形で上げられた箇所を今回表記させていただいております。古

いものですと約７年前から、もう接続されている箇所もありまして、今

現在２６番と２８番と２９番については建築中ということでまだ接続

は済んでおりませんが、それ以外については、全て接続は完了されてお

ります。 

 順番ですが、基本的には申請順、古いものの順番で今回計上いたして

おりますので、比較的新しい２６番、２８番、２９番がまだ建築が済ん

でおりませんので、接続はされておらないという形になっております。 

前迫委員  では、古いものだと７年前に接続されているものは、もう費用負担も

発生しているということですか。 

事務局  はい。既に接続されて、料金も発生しております。 

前迫委員  ということは、ここではどういうことを審議したらいいのでしょう

か。 

事務局  既に接続はされておりますが、現状としては、この詳細図でいきます

と緑色の箇所が現状の処理区域となっておりまして、今回２９カ所の分

についてはまだ処理区域とは都市計画決定されておりませんので、今回

その部分についての拡大ということで、都市計画決定の審議していただ

きたいということで上げさせていただいております。 

前迫委員  ということは、２５まではもう既にどこかで審議、というか、この審

議会でかつてしたのですか。 

事務局  この審議会ではしておりません。前回させていただいたのが、平成２

２年度にこの詳細図でいうと緑色の箇所が認可区域という形で都市計

画決定されております。この赤の部分については、まだ都市計画決定さ

れておりませんので、今回審議していただくということで上げさせてい

ただいております。 

前迫委員  ということは、２６と２８と２９は審議だけど、あとは報告なのでし

ょうか。 

事務局  全て審議にはなっておりますが、ただ、実際の下水道の接続について

は、古いものですと約７年前から接続がされておりまして、それは県と

の協議の中で、事前に暫定的に接続してもいいよという形で許可はいた

だいております。 

前迫委員  わかりました。その辺の仕組みはこれまでの行政的な慣例もあるので
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今議論する事項ではないかと思いますけれども、では、なかなか地図っ

て更新されないので難しいと思うのですが、２，５００分の１の地図は

いつごろつくられた地図になりますか。 

事務局  こちらの地図の基盤図でございますが、平成１９年に奈良市の都市計

画課でＧＩＳ、地図情報システムを導入したときに航空写真を撮り、そ

れに基づいてつくったものでございます。 

 現在、もう１０年近く経ちまして、かなり古くなっておりますけれど

も、奈良市全域で地図を見直すということは、結構な費用がかかりまし

て、予算要求もやってはいるのですが更新には至っておりません。でき

る限り早い時期に見直していきたいとは思っておりますが、新しいもの

をいつも更新していかないと、外向きに見ていただくという意味からい

うと、あまり古いものを使っているというのは確かに先生おっしゃると

おりなんですけども、以前でしたらインターネット等で見ていただける

ような汎用性の高い地図というのがございませんでした。ですけど、イ

ンターネットでは民間の事業者さんが誰でも見られるような、更新され

ているものをお使いいただいていますので、なかなか行政で新しいもの

を、詳しいものを即時性を持って更新というのは難しい状況でございま

す。 

前迫委員  わかりました。諸事情あるというところはわかりますけれども、今回

の件でいいますと、妥当性を検討するといってももう既に接続されてい

るということで、これから２６、２８、２９が妥当ですかと言われたと

きにも、１０年前の地図をもとにやっているということで、特に下水道

接続は基本的には良い方向だと思うし、どちらかといえば今何％ぐらい

接続すべきところが接続できてなくて、あと何％頑張らなきゃいけない

んだというか、これは促進していただく方向で、むしろ私たちは応援す

る方向に回らないといけないだろうとは思っているのですが、なかなか

古い地図の中の情報で、もう走っているところもあると言われると、ち

ょっと審議の論点がわかりにくいかなというところもございましたの

でお尋ねいたしました。 

 あと１点だけ。今後、まだ費用負担のことがあって、下水道を接続し

たいけども接続できてないところも多々あるのではないかと思うので

すが、そのあたり現状把握としては、計画としては７年なので、今審議

したらまた７年後となりますから、７年後どうなってるかというところ

はなかなか難しいかもしれないのですが、現状でもう建っていて、接続

はするべきだけども接続できてない箇所の把握はされているのかどう

か、ちょっと教えていただければと思います。お願いいたします。 

事務局  今、現状で管は整備されているけれども接続されてない箇所について

は、今何％という形ではちょっと記録はしていませんが、その把握はし

ております。 
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 あともう一点、補足させていただきますと、今２９カ所挙げた箇所に

つきましては、当初説明させていただいた全体計画区域の中には入って

おりまして、全体計画区域というのは、７年間ではありませんけども将

来的には全て計画区域に、処理区域に入れていくという方向性の箇所に

なっておりますので、この２９カ所を今回新たに処理区域として入れる

ことについては、方向性としては正しいのかなと思っております。 

事務局  ２９の話ですけど、イメージ的に言いますと、もう大きな意味では広

げるところはもうないんですよね。もうほぼ１００％。何が残っている

かというと、結局ここで出てくるみたいな小さなところがあって、２０

０とか把握しているんですけど。私有地に住宅が建っていて、そこに引

いてくれと。そこは１０軒あれば１０軒が合意をしてもらわないと引け

ない。要は、ある程度は費用負担もあったりするものですから。そうい

う費用負担の話が１軒でも反対があると引けないと。まとまるとこうや

って引ける。そういうような感じで、今、２００とかそういうレベルで

ずっと残っている。 

 ただ、その都市計画決定の細かい線引きの中では外れているのです

が、もっと大きな目で見れば、この辺の中には入っているという地域が

残っていると、そういう感じだと思います。 

伊藤委員  すごく基本的なことなのですが、このＡ３の計画図２，５００分の１

で、１ページ目の（１、２５）、見た目の話なのですが、これ、櫟本北

第３、０．０８ｈａですね。２５のほうが０．０２ｈａですが、４倍の

広さに見えないんですよね。それと、４ページ目ですかね。４番と１６

番。４番が０．０２ｈａ、１６が０．０３ｈａ、１９が０．０４ｈａと

なっています。これ、２と３と４の見た目の大きさがそういう割合にな

ってないような気がします。あと、７ページ目ですかね。これも主観的

ですが、１１が０．０１ｈａで１３が０．０４ｈａ。線の太さもあると

思うのですが、どう見てもこれ４倍以上の面積に見えるのですが、これ、

数字と囲っていただいている見た目の部分が本当に正確なのかなと思

ってしまうんですよね。このあたりはどうなのかなと思うのですが。 

事務局  基本的にはわかりやすく、若干大き目に書いているところもあります

ので、全て正確かと言われますと不正確な部分もありまして、面積の比

率でいうとおかしいところもございまして、実際の面積につきましては

正しいですが、表記についてはわかりやすく表記させていただいている

というところでございます。申しわけありませんでした。 

伊藤委員  ただ、ここは国都審という公の審議の場ですので、これ明らかに見た

目が数字と乖離しているんじゃないかというふうに、私だけかもわかり

ませんけど、もし他の方も思ってらっしゃったら、やはりこれは正確を

期していただかないと。そしたら、なお一層ここのところを拡大してい

ただいて、これ同じ縮尺の地図でしょう、全部。そうしたら、数字が間
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違っているのか書いておられるエリアがおかしいのかと思ってしまい

ますよね。 

事務局  先ほど言いましたようにわかりやすく表記させてもらったところが

ありますので、もう一度正確な図面につきましては、きっちり作成し直

しさせていただきます。 

伊藤委員  そうですね。やはり目で見て指摘されるような資料ではなくて、どう

か正確を期してお願いしたいなというふうに思いますので、どうか今後

よろしくお願いします。 

川村委員  手続きのことでお尋ねします。基本的なことがよくわかっていないの

でお尋ねするのですが、先ほどのお話では、平成２３年から２９年まで

の間に申請があったものについて今回審議にかけているということで

すが、既に接続されていて、古いものだと７年間続いているものについ

て現時点で審議にかけたというのは、もともとそういう予定だったの

か、本来は事前にかけないといけなかったものが何らかの事情でかけて

いなかったので今回それを追認するような形で審議にかけられている

のかというのが１点。 

それと先ほどのご説明で、今後２００カ所くらい、私有地でこれから

所有者全員の合意が得られれば接続をしていくところがあるだろうと

おっしゃったかと思うのですが、それらの申請があった場合について、

審議はどうなるのかと。今回のように何年間かまとめて既に接続済みの

ものについて審議をするということになっていくのか、それとも今後は

事前の審議ということになるのか、その２点をお尋ねしたいと思いま

す。 

事務局  通常、下水道の事業認可と申しますのが最長７年いうことで決まって

おりまして、通常どんどん区域拡大しているときでしたら、７年間の予

定計画エリアについてご審議いただいて、都市計画決定していくという

のが通常でございます。ただ、現状におきましては、先ほど企業局長の

ほうからもありましたように、ほぼ全体計画の中でも整備可能なエリア

につきましては、事業認可区域いうことでもう都市計画決定いただいて

おります。 

 今回上がっておりますのは、もともと２３年には整備計画には上がっ

ておらなかったのですが、新たにそういう土地利用などが発生してきた

ということで、暫定的に接続を認めていたと。ただ、都市計画法上は位

置づけがされておりませんので、都市計画法上の処理がなされてないと

いう状況でございまして、その７年間で事業期間が今年度で終わります

ので、これから７年間というのは、今の時点では新規の計画はございま

せん。ということで、暫定接続された部分のみという議案になってしま

ったということでございます。 

事務局  要は、今の位置づけは暫定的につないでいる。県の流域下水道、処理
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場側と話をして、計画にはないけれども暫定的につながしてもらってい

る。暫定的にという意味は、例えば都市計画で決まっていないものです

から、下水道の受益者負担金とか、それから排水設備の、我々が管理し

なければいけないような施設がもしあるとすれば、そういう引き渡しと

かを受けられない。あくまでも暫定ですよということで今はやってい

る。それをこの今回の都市計画決定をいただけば、ちゃんとした都市計

画法上に位置づけがあって、受益者負担金も正式にもらえる。今、実質

的には別の形ではいただいてはいるのですが、それをちゃんとした受益

者負担金として位置づけをしていただける。あるいは、ちゃんとした公

共が管理すべき施設は、ちゃんと市の管理施設として市の管理下に置く

というようなことが可能になると。 

 ７年間でやるものですから、少なくとも今までの管理で、今までやっ

てきたことでいえば、非常に小さいものだから、７年ごとにはどっちみ

ちやらなきゃいけないんで、そのタイミングでお話をしてるというの

で、ひょっとしたら改善の必要があるのかもしれないですが、少なくと

も今まではそういうふうにやってきたというところです。 

川村委員  これまでのことについては、もう起こってしまったことですので仕方

がないかと思いますが、今後のことについてお尋ねしたいのですが、今

後も同様の申請が間違いなくあるわけで、それらについてどうされるご

予定なのかと。今後のことについて、そもそも事前ではなくて事後に審

議をするというものが果たして適正なのかどうか、どのようにお考え

か、お尋ねしたいと思います。 

会 長  今後出てきたものはいつの時点で審議するのかということです。 

津山 

副市長 

 すみません。今、内部で調整をさせていただいて、私のほうからは、

今、生産緑地は１年単位でまとめての報告なり審議案件として提出させ

ていただいていますので、下水道もそのサイクルで審議できないかとい

うのを今問いかけています。詳細についてもう少し検討したいというこ

とですので、できましたらもう少し検討をさせていただいて、ご報告を

させていただくということでお願いできませんでしょうか。 

会 長  今そういうふうにご提案がありましたけど、先ほどの話で、２３年か

ら７年間で、今年度で終わるわけですよね。今後その下水道事業を推進

していくのに、今の時点で一旦審議しておかないと進めないのかどうか

ということです。 

津山 

副市長 

 ７年というのはあんまりだということで。ただ、全部事前ということ

は不可能ですので、そのサイクルをせめて生産緑地並みの１年にできた

らなと。せめてそのぐらいにはできないかと今、公営企業部門には投げ

かけていますので。その方向で調整したいと思いますけど、今ここで返

事をできる状況ではありませんので、また次の機会に報告をさせていた

だければと思うのですが。 
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事務局  ご質問いただいた川村委員については、その辺どうお考えですか。 

川村委員  はい。今返事ができないというものを無理に返事しろというわけには

いきませんので、それはそれ、また検討をしていただくということでは

いいかと思います。ただ、また検討していただくという前提でこれを通

していいかどうかというのはまた別の話で、何というのか、今後の改善

が見込めないのであれば、私としてはこれをそのまま承認という意見に

はならないということです。 

会 長  ほかの委員の方で。はい、どうぞ。山本委員。 

山本憲宥

委員 

 今、多くの質問あったように、ほぼ突然７年間のことが審議されて、

３カ所除いてはもう既に接続済みで、話を聞かしていただいていると、

おそらく行政の手続の中で、もう法的にも認められて接続ができている

と。ただ、この場ではこの都市計画の計画変更について承認いただきた

いということかなと思っています。 

 先ほど副市長が述べられたように、７年間が長いので終わったことを

今認めろととられかねないので、サイクル短くするとか、その辺の答え

を早い段階でいただきたいなと思います。 

 そのすみ分けができていないから、こういった疑問が出てきているの

じゃないかと思うので、そのあたり、手続きとして行われていて、極端

に言うとここでバツを出したからそれを、接続したものを外しなさいと

いうようなことにはならないと思うので、そのあたりしっかり説明いた

だけたらなと思います。 

 その上で、先ほど公営企業管理者のほうから、茶色の破線ですね。基

本的には全体の計画区域内でのことなのでと最初の発言があったと思

うのですが、ちょっと１点聞かせていただきたいんですけども、この計

画区域外から接続することがあった場合には、行政の手続きとしてはど

ういう段階を踏むことになるのか。そして、最終的にこの審議会に上が

ってくるのかという、この流れを教えていただけたらと思います。 

事務局  今おっしゃっているのは、今回審議いただいているのは全体計画区域

に入っていないということで、それを認可から外れていたので暫定的に

受け取って、今そこに認可をかぶせていっているような状況で、それは、

例えば全体計画区域からも外れているところでそういう申し入れがあ

った場合は全体計画区域の変更いうことになってまいりまして、全体計

画区域につきましては県のほうで設定していただくのですが、市として

は当然審議会に諮らせていただいて、そういう区域拡大していった上で

認めていくという方向になりますので、暫定であっても認めるというこ

とにはなりません。 

山本憲宥

委員 

 では、確認ですけど、そういう場合の接続に関しては、今のように先

に接続を許可するのではなくて、必ず申請があった場合に、市、今は企

業局になりますよね。そちらで受け取った上で、必ずこの都市計画の変
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更、要はこの審議会を開かないと接続ができないということで間違いな

いですか。 

事務局  まず、全体計画区域をその申請あった箇所についても広げないといけ

ませんので、その全体計画区域は基本、県と協議させていただいて決め

させてもらうのですが、市単独で決めることではありませんで、まず全

体計画区域を広げるということをしないといけません。それは、基本的

には短いスパンではなくて、通常でいくと、この間県に確認させていた

だきましたら、平成４７年が次回の全体計画区域の見直しの時期とな

る、通常でいくと、ということですが。ですので、申請があったからす

ぐ次の年に全体計画区域をすぐ広げるというのは、通常はあまりあるパ

ターンではないです。ただし、そのケースによって全体計画区域という

のは、県との協議によって広げることは可能ではありますけども。 

 その後、うちの処理区域、認可区域についてはうちの都市計画で審議

させていただいて、流入させていただくという形になります。 

山本憲宥

委員 

 ちょっと待ってください。今聞きたかったのが、計画区域外から接続

をするという申請が来たときに、要は何を経て接続ができるのか。今み

たいに企業局で受けられただけ、２４条申請をオーケー出しただけでつ

なげるのか。じゃないですよね。必ずこの区域変更が要るから、この審

議会を開いて、ここでオーケーが出ないと接続ができない。だから、で

きる、できないだけ答えてください。 

事務局  できません。あの…… 

山本憲宥

委員 

 いや、それだけ聞きたかった。だから、ここでオーケーが出ないと接

続ができないということ。わかりました。それだけ聞きたかっただけで

す。 

事務局  いいですか、すみません。全体計画というものと都市計画に基づいて

事業認可区域というものと二重にあります。それで、今この都市計画決

定いただいている認可区域という、この外側でやるものは、全体計画の

中に今入っていれば、ある程度の負担金をいただくなどして暫定的につ

ないで、こういう位置づけ、認可を広げる、こういう感じ… 

山本憲宥

委員 

 すみません、はっきりしていただきたいんですけど、区域外のことな

んで、要は今みたいにこの都市計画決定の変更手続として案件が上がっ

てくる場合、要はつなげてしまうのかつなげられないのか、もうここだ

けなんです。 

会 長  山本委員のご質問は、この図面の茶色の点線、一番外側のエリアの入

ってないところからつなげるのかという話なので。それはできないとい

うご回答だったと思うのですが。 

事務局  広いほうの区域とおっしゃったんですか。 

会 長  そうです。図面では茶色の点線の、全体計画区域とおっしゃってるの

で、そこから外れたところはだめでしょう。 
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事務局  今のこの色のついているところは事業認可区域内なんですよね。一番

外側の茶色の破線が全体計画の区域決定で、それの中であれば今暫定的

に認めて、後でいう…… 

会 長  今は、その外の話です。 

事務局  外の場合はだめということです。 

山本憲宥

委員 

 仮に茶色の外から接続をさせてほしいという事業所があったとして、

それを接続するのかしないのかというのは、判断は企業局だと思うので

すが、そうなってくると全体のこの茶色の破線のエリアが外に広がるこ

とになるので、普通に考えたらこの審議会で審議が要ると思うんです。

先にエリアを広げないといけないからね。でも、それを今みたいに事業

として認めたら先に接続できるんですよとなってきたら、ちょっと話が

変わってくると思うんです。 

山本憲宥

委員 

 一番外側の茶色の線がありますよね。東部方面、これ農業集落排水で

あったりするのが入ってないけども、この外から接続したいという申請

が上がったときに、要は、まず先にエリアを広げないと接続ができない

のか、それとも先に受け取られて、先に接続しておいて後からつなげる、

要はどっちが先かだけはっきり答え聞かせてほしいです。 

事務局  エリアを広げてからということになります。 

山本憲宥

委員 

 わかりました。それだけ確認させていただきました。もしも区域外か

ら接続をする申請があったとしても、必ずエリアを広げる。だから、こ

の審議会を経ないと接続はできない。 

事務局  接続は即は認められないですけど、下水の全体計画区域を広げるのは

この会議とは別で県との協議になります。ただ、大きな事案になります

ので、そのような時は当然こちらの審議会に諮らせていただきたいと考

えております。 

山本憲宥

委員 

 わかりました。必ずこの審議会を開催した上の接続になるということ

ですね。ここが飛ばされることはないということ。 

会 長  都市計画の変更だから、この審議会に諮らないといけないと思います

けど。まだ答えは検討しないといけないですか。いろいろご協議されて

いるみたいですけど、全体区域の変更についてはこの審議会の審議事項

になるんですか、ならないんですか。 

事務局  ならないということで。ただ、今回諮らせていただいている分につき

ましては、もうほぼ隣接、今の認可区域に隣接しているエリアでござい

まして、軽微な、もうほとんど、ほとんどというかもう隣接しているエ

リアでございまして、それは全体計画エリアを増やして入れてくるとい

うことになれば、かなり大規模なものが想定されますのでね。 

会 長  いや、なかなか理解がお互いできてないみたいですけど、この審議会

の審議事項となるのは事業認可区域であって、全体計画区域ではないん

ですか。とすると、さっきの答えは違ってきますよね。 
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津山 

副市長 

 私の理解の範囲の中であれですけど、山本委員おっしゃるように、計

画区域外というのは絶対つながない。それは、計画区域は県で決める範

囲の話ですので、この審議会の対象外ですので、県で決めるということ

になっていると思います。したがいまして、計画区域が広がらない限り

暫定的につなぐということもあり得ない、それは間違いないと思いま

す。ただ、県が区域を広げた後、計画区域内に入ってしまいますと、先

ほど言いましたように暫定的なつなぎというのはあり得るということ

も先ほどの例からいうと考えられるとは思います。 

 ただ、先ほどもお話しさせていただいたように、多分そこでやる場合

というのは、先ほど部長からも言いますように大きな話だと思います

し、先ほどお話しさせていただいたサイクル、審議会へかけさせていた

だくサイクルの話もありますので、そのあたりは、もしその大きな話に

なったら、先ほどのようにもう暫定的にやりますというような事後ばか

りではなく、事前にこの審議会を早急でもさせていただきたいなとは今

は思っております。それと先ほどのサイクルの話とをあわせながら、改

めて検討して、お答えをさせていただきたいと思います。 

 少なくとも、山本委員おっしゃる、計画区域外にあるものを暫定的に

つなぐということは、とりあえずは絶対ないということのお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

会 長  それで了解いただけますか。 

 あと、川村委員の質問に戻りますけども、サイクルのことがはっきり

しないと今回のこれは認められないと。何年、１年にするか２年にする

かなんですけども、サイクルを短縮するかということは約束いただける

んですか。 

事務局  毎年。そういうタイミングでやるようにしたいと思います。 

会 長  お約束いただけますか。 

事務局  はい。そういうことで。 

会 長  川村委員、１年ごとにやるということで。もし何か質問あれば。 

川村委員  先ほどからの事務局のお話をお聞きしていますと、この審議会の役割

とか、あるいは本来しなければならない手続きがどういう手続きなのか

ということが全くわからなくなってきまして、それで果たしていいのだ

ろうかという気がしております。 

会 長  今、おそらく川村委員は、事後処理みたいなことでいいのかというこ

とですね。 

事務局  すみません、企業局であまりこの審議会で案件をかけた経験が、７年

サイクルということでしたので、今ないので、すぐに一つ一つのご質問

にすぐお答えできなくて非常に申しわけないなという状況になってい

ます。 

確かに毎年という形もとれるかと思うのですが、あまり短いサイクル
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にしましても、先ほど話出たような全体区域を見直すような何か特殊な

案件というか、そういうのが出てこない場合は、今の７年間の事業計画

の中で区域の拡大の変更が、机の上に置かせていただいた地図の色のつ

いている、いろんな小さい分区という形でついていますけども、この分

区が広がらない場合は、毎年ご審議をかけさせていただく内容が今回の

ように暫定的に流域に加わっていただいているもの、処理させていただ

いているものを、小さい面積ですけれども区域の変更をかけさせていた

だくような形になるかと思います。 

そこが１年なのか２年なのかというのがちょっと検討になるかと思

うんですけども。 

事務局  私の意見ということで。今も申しましたように、７年ごとの事業計画

を見直しということで、通常でしたら、どんどん事業やっているときい

うのは、今言う認可区域を拡大していくことについて、投資効率とかの

議論もございましょうし、いろいろ利害関係も発生してまいりますん

で、そういうのを審議していただくというのがこの場であろうと考えて

おります。ただ、そういう区域拡大が、もう普及率９０％超えてまいり

まして、ほとんどもう全部入ってしまっていますので、新たに出てくる

ところといえば新たに開発されたところ、そういうところがぽつりぽつ

りと出てくるような状態でございます。 

 だから、そういう意味で、都市計画決定という手続きの中で、事業認

可という都市計画法上のものを連動して行ってまいりまして、それとま

た連動して下水道法上の事業計画、従前は認可だったんですけど今は計

画、認可等々の手続きを経て、計画人口の見直しであるとか県単位の見

直し、全てを含めた見直しを行って計画変更していくという手続きでご

ざいます。そういう意味合いで、その事業期間というのはまだ７年が最

長いうことで決められておって、そのぐらいのサイクルで見直していこ

うという、これはもう全国的な方向でございます。 

 だから、それを今のエリアのみであれば１年、そういうほかの議題が

あって入れてもらえばご審議いただけると思うんですけども、それに伴

う事業計画も全て見直すというようなことでございますので、そうなっ

てまいりますとなかなか対応が難しいような状況でございます。私の個

人的な意見になってしまうかわからないんですけども、そういうふうに

考えておるところでございます。 

会 長  どうしましょうかね。手続のいろいろ問題がありますけど。 

前迫委員  下水道整備を進めておられる現場の立場からだと、なかなか手続きと

現場の齟齬のようなものに対して日々ご苦労されている様子が何とな

くわかるんですけれども、先ほど大窪委員からもあったように、もう今

接続されているけど実は災害リスクの可能性もあるよねとか、これまで

は幸い何事もなかったのでよかったかなとは思いますけれども、これか
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らそういう災害に対しても、この下水道というのはある種大きな役割も

あるし、この委員会としても、ここに小規模であるけども、でもホーム

とかいわゆる避難ということを慎重に考えないといけない人たちを受

け入れる施設をどういうふうに都市計画の中で考えていくかというの

も重要な案件に今後はなっていくだろうと思います。 

 そういう現場の柔軟な対応とここでの審議ということの双方の重要

性があると思いますので、この審議会をこれまでのように書類上という

か、現実動いていると。それで書類を整えるためにご審議よろしくとい

う形ではなく、生きた形で運用をしていただければ、委員の立場から言

うととてもありがたいと思っておりますので、今すぐの答えが出にくい

様子というか、現場で動いている方とこことの少し時間的なタイムラグ

があることの苦悩というか、そういうのもわかりますけども、より良い

形で奈良市内の都市計画をやっていく上では、やはり災害であるとか景

観であるとかということが大きな課題になってくるので、そこもご勘案

の上よろしくお願いしたいと思っております。 

会 長  今、前迫委員のご意見もありましたけど、実際に日々動いていること

ですので、要は適正というか、下水道に接続することについて、一定の

要件を満たしていれば進めていただいて、１件ずつその都度審議するの

はまずこれ効率的ではないので、今回のケースは多分もう、今災害、防

災の問題もありましたけれども、現在、ほとんどのところは現在区域の

隣接するところでつないでいるというところで、下水道を利用する実態

に即したような変更であるということですから、これが大きな問題であ

ればここはきちっとこの審議会で議論しないといけませんけれども、一

定の適切だと思われるような接続に伴って区域が広がっていく、この処

理区域が広がっていくことについては、ある程度まとまった段階で、７

年はちょっと長過ぎるかもしれませんけども、この審議会に諮って認め

ていくというやり方のほうが現実的かなと思うのですが。 

 いろいろご意見があるかと思いますが、皆さんさえよければ本日の変

更案についてそろそろ決をとりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。ご異論ありますか。よろしいですか。 

 では、さまざまなご意見あるかと思いますが、この市の決定事項であ

ります大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）の奈良市公共下

水道の変更（案）について、お諮りしたいと思います。 

 原案どおり変更することで賛成いただく方、挙手お願いいたします。 

 （挙手） 

会 長  全員賛成でございますので、原案どおり可決とさせていただきたいと

思います。 

 その他、あと何かございますか。 

大窪委員  小さなことなので最後にと思ったんですけど、これ多分７年分をまと
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めて３ページ、４ページの表に載っているのですが、区域拡大箇所の地

番も認可当初の地番になっているのでしょうか。 

 というのも、例えば５番は奈良市大和田町２２２７－１というところ

に、今梅花苑さんが建っていますが、地番だけ見ると２２６になってい

たりとか、あと１４番も奈良市石木町の７９９となっていますが、今エ

リシオンさんが建っているところは８００になっていたりするので、地

番が違っているのが気になります。 

今後資料として非常に大事な根拠になるとすれば、そのあたりも最新

の地番に合わせて示すように、地図と合わせてしていただくように。 

事務局  すみません。この拡大区域の地番ですが、これは申請の段階での地番

になっておりますので、現在の地番とは異なる地番になっております。 

大窪委員  では、前の地番のままでよいんですかね、これは。 

山本憲宥

委員 

 おそらくですよ、増築をされて、そこに新たに下水をつなぎたいとい

うことだと思うので、違う地番でもおかしくないと思います。そういう

ことですよね。増築された地番が、今５番だったら６－１ということじ

ゃないですかね。増築をするから、そこに下水道をつなぎたいという。 

大窪委員  増築のケースもあるんですけど。新築も地番が変わっている部分があ

るので。 

会 長  いずれにしても、それはきちっと地番と区域とを合わせて今後資料を

提出していただければと思います。 

 あと、細かい資料のこともありますけれども、やっぱり大窪委員から

もご意見ありました防災とか景観とかに影響するような場合は、そのあ

たりも配慮して説明いただければと思います。 

事務局  すみません。議事の途中で伊藤委員からご指摘ありました図面の区域

と面積に齟齬がございますので、見直ししたものを作成させていただき

まして、後日委員の皆様方にお届けさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。 

会 長  それでは、委員の皆様には長時間にわたりまして熱心に議論いただき

まして、ありがとうございました。 

 これをもちまして、第１１３回の奈良国際文化観光都市建設審議会、

終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

閉   会 

事務局  伊藤会長をはじめ、委員の皆様方、長時間にわたりましてご審議あり

がとうございました。以上を持ちまして本日の審議を終了させて頂きま

す。ありがとうございました。 

資 料 

【資料１】大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）奈良市公共

下水道の変更（案）について（市決定） 

【資料２】奈良市公共下水道計画図（汚水） 

【資料３】【資料２】拡大図 
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